
「こどもの権利条例
いっしょに作ってみない会？」

について

令和8年2月19日 総合教育会議

こども政策課
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令和６年度より２か年かけて作成

R6 R8～R7

こども等の意見を収集し
市の現状や課題を知る

〇 市民アンケート

〇 関係団体アンケート

〇 関係団体ヒアリング

こどもと関わる
人や団体の意見

859人

〇 こどもアンケート
（小学校低学年・高学年・中高生）

〇 こどもワークショップ

〇 多様な学び・生活環境にある
こどもへのヒアリング

〇 こども園・幼稚園・保育園の
こどもへのヒアリング

〇 小学生・生徒会サミット

こどもの意見

6,871人

こどもの権利条例いっしょ
に作ってみない会？

・
発表会

医療的ケア児への
ヒアリング

みんなの意見を募集
するよ！

パブリックコメント

条例制定

小学生・生徒会サミット

こども等の意見を反映し
条例を作成する

こどもの権利条例 制定過程の取組
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 「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？」は、富田林市の小学4年生か
ら高校3年生のこどもたちが集まり、「富田林市こどもの権利条例」の前文を作
成する会。

 本取組に12人のこどもが応募し、「こども委員」として参加。

 令和７年７月～11月の期間に、全５回のワークショップを開催し、こども委員が
意見を出し合い、条例の前文（こどもの想い、おとなへのメッセージ）を作成。

 令和７年12月に「発表会」を開催し、こども委員が作成した前文を発表する等、
取組の成果を報告。

こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？

本取組の概要
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

日時：令和7年7月28日
参加人数：12名

日時：令和7年7月31日
参加人数：7名

日時：令和7年8月4日
参加人数：11名

日時：令和7年8月7日
参加人数：9名

日時：令和7年11月30日
参加人数：10名

こどもの権利を学ぼう！

• こども委員認定証の
交付

• テーブルクロス風の
模造紙に、前文に入
れたい言葉や思いを
書き出し

みんなで条例を作ろう！

• 他のまちの前文を見
て、富田林版の条例
前文の構成を選択

• その構成に沿って富
田林らしさが表れる
思いや意見を記載

大人と条例を作ろう！

• 前回までに作成した前
文を見直し

• 大人委員（7名）が参
加。前文に記載した言
葉への思いや感想を伝
えるなど交流を行った

条例を完成させよう！

• 前文案の最終確認を
行い、前文を完成

• 発表会に向けたアイ
デア出しと役割分担

発表の準備をしよう！

• 参加賞やウェルカム
ボード、招待状をこ
どもたち自身が作成

• 来場者にこどもの権
利条例前文に込めた
想いが伝わるよう入
念に発表の練習

こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？

各回の内容（ワークショップ）
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私たちこどもは、自分の意見や思いを受け止めてもらえたらうれしいな。
そして、私たちはこんな思いがかなうまちにしたいです。

 命が守られ、自分らしく成長したい。
 意見や思いを受け止めて向き合ってほしい。間違っていても、ただ否定するのではなく、理由

もちゃんと聞いてほしい。おたがいの意見を交換して、おとなの意見もしっかりと聞きたい。
 自分のペースで学びたい。
 学校や地域で、気持ちよくすごしたい。
 安心して安全に遊んだり、楽しんだり、休んだり、喜んだり、学んだり、経験したい。
 いじめや暴力、差別、虐待、ひいき、くらしの差がない、私たちにとってすごしやすい社会に

なってほしい。
 得意なことを活かせたり、リラックスできたり、友達といっしょにいられるような安心できる

居場所がほしい。

富田林市こどもの権利条例 前文

（こどもの思い）
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おとなのみなさん、私たちこどもをいつも見守ってくれてありがとう。
私たちは、幸せにすごすために、おとなのみなさんにこのようなことを約束してほしいです。

 私たちは、色々な個性を持っています。どんなこどもも受け入れ、認めてほしいです。
 私たちは、おとなと同じように自分で考えることや意見を伝えることができます。でも、考える時間はください。そし

て、おとなは意見を聞いてそれをにっこり笑顔で受け止めてほしいです。全部じゃなくていいです。でも、大事なこと
は聞いてほしいです。そして、ダメなときは理由も教えてください。

 私たちが、分かりやすく、楽しめる学習や教育を受けたり、気持ちよく生活したりする環境をつくってください。学校
じゃなくても学びやすい環境をつくってほしいです。

 私たちには、好きなことをしたり、一人でゆっくりしたりする時間も必要ということを分かってほしいです。おとなだ
けじゃなくこどももみんな一緒だと思います。

 私たちが、どんな道を選んでも、認めて、一人ひとりに合わせた応援をしてほしいです。失敗しても私たちにとっては
宝物です。

 私たちにいじめや差別、虐待などしないでほしいです。そして、つらいとき、困ったときのサインを見落とさないで助
けてください。

 おとなのみなさんが考えてやってくれたことを、私たちにも分かるように教えてほしいです。
 私たちみんなにこどもの権利があります。すべての人にこどもの権利を分かってほしいです。こどもだけやおとなだけ

ではなく、どちらにも関係する大切なことです。
 おとなの時代とこどもの時代はちがいます。意見をおしつけないで、こどもにとって、最もよいことを一緒に考えてく

ださい。

富田林市こどもの権利条例 前文

（おとなへのメッセージ）
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こどもの権利に係る普及啓発や機運醸成、条例素案及び
「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？」等の
各取組の成果報告などを目的とした発表会を開催。

○開 催 日：令和７年12月14日（日）
○開催場所：Topic 交流スペース
○来場者数：52 名(こども、市民、学校関係者、こどもに関する団体等)
○プログラム：

こどもの権利条例いっしょに作ってみない会の発表会

概要

オープニングムービー上映

開会あいさつ

こどもの権利条例ができるまでの道のり

こどもの権利クイズ

いっしょに作ってみない会ではこんなことをしたよ！

こどもアナウンサーが条例の前文を発表！

お知らせ（パブリックコメントの周知）

閉会あいさつ
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こどもの権利クイズ
いっしょに作ってみない会では
こんなことをしたよ！

こどもアナウンサーが条例の前文を発表！

• こども委員が、こど
もの権利について詳
しい人もそうでない
人も楽しめる会場参
加形式でクイズを出
題し、会場を盛り上
げた。

• こども委員が、「いっしょに作ってみな
い会」の活動内容を報告。

• 第１～５回の各活動内容について、写真
を織り交ぜながら、わかりやすく説明。

• こども委員が「こどもアナウンサー」として、条例の
前文を発表。

• それに対して、コメンテーターとして𠮷村市長、富田
林市こどもの権利に関する条例検討委員会委員長の大
阪大谷大学岡島教授ら3人の大人代表がコメント。

• 最後に、こども委員たちから大人に向けて「この条例
の内容、ほんまにやってや！」とエールが送られた。

こどもの権利条例いっしょに作ってみない会の発表会

プログラム（一部）
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こどもの権利条例いっしょに作ってみない会の発表会

発表の様子 スライド
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「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会」の意義

総括

条例を特徴づける前文を、
こどもたちが作成したこと
で、「子どもの権利条約」
第12条に定められた意見表
明権、そして「こども基本
法」の基本原則の一つであ
るこどもの意見の尊重を実
現する取組となった。

「富田林市こどもの権利条例」が実効性を持った条例となるための重要な第一歩に！

発表会で、こども委員か
ら大人たちへ「この条例の
内容、ほんまにやってや!」
とエールが送られ、こども
が主体的に意見を表明し大
人がそれを受け止める姿が
見られた。

こどもたちが前文作成か
ら発表会まで主体的に参画
したことで、この条例は
「大人が作った行政のルー
ル」ではなく「みんなで
作った条例」となった。

 条例を特徴づける前文を、こどもたちが作成したことで「子どもの権利条約」第12 条に定めら
れた意見表明権、そして「こども基本法」の基本原則の一つであるこどもの意見の尊重を実現
する取組となった。

 発表会で、こども委員から大人たちへ「この条例の内容、ほんまにやってや!」とエールが送ら
れる場面もあり、こどもが主体的に意見を表明し大人がそれを受け止める姿が見られた。

 こどもたちが前文作成から発表会まで主体的に参画したことで、この条例は「大人が作った行
政のルール」ではなく「みんなで作った条例」となった。
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こどもの権利条例に関する調査報告書

条例を特徴づける前文を、
こどもたちが作成したこと
で、「子どもの権利条約」
第12条に定められた意見表
明権、そして「こども基本
法」の基本原則の一つであ
るこどもの意見の尊重を実
現する取組となった。

発表会で、こども委員か
ら大人たちへ「この条例の
内容、ほんまにやってや!」
とエールが送られ、こども
が主体的に意見を表明し大
人がそれを受け止める姿が
見られた。

こどもたちが前文作成か
ら発表会まで主体的に参画
したことで、この条例は
「大人が作った行政のルー
ル」ではなく「みんなで
作った条例」となった。

本市では、「富田林市のみんなでつくる条例」をめざし、こども・市民・こどもに関係する団体等の意見を聴き、その意
見を条例に反映するため、数多くの調査を実施しました。

 関係団体等アンケート調査結果報告書
 関係団体等ヒアリング調査結果報告書
 こどもの権利に関するアンケート調査結果報告書（小学校1年生から3年生）
 こどもの権利に関するアンケート調査結果報告書（小学校4年生から6年生）
 こどもの権利に関するアンケート調査結果報告書（中高生）
 こどもの権利に関するアンケート調査結果報告書（18歳以上の市民）
 こどもワークショップ実施報告書
 多様な学び・生活環境にあるこどもへのヒアリング実施報告書
 こども園・幼稚園・保育園のこどもへのヒアリング実施報告書
 多様な学び・生活環境にあるこどもへのヒアリング実施報告書（追加版）
 こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？ 実施報告書
 みんなの意見を募集するよ！ アンケート調査結果報告書（小学校低学年【小学校1年生～３年生】）
 みんなの意見を募集するよ！ アンケート調査結果報告書（小学校高学年【小学校４年生～６年生】・中高生）

各種報告書について詳しくは以下のURLまたは二次元コードよりご覧ください。

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kodomomannaka/114835.html
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近日公開予定

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kodomomannaka/114835.html

